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ることで活路を見出そうとした。他方、ロシア支配下での生存を目指した勢力はロシア政

府の要求や目標を受け入れたが、ロシア帝国における脆弱な統治はカルムィクに十分な生

活の保障を提供することができなかった。ここに至り、カルムィクには生存のためのせめ

ぎ合い、生存のための柔軟性と自己変容が求められたのである。その生存戦略のひとつと

して、カルムィク社会において漁撈の重要性が増した*４。

　本稿は、これまで一括りにされがちだった定住生活への転換と農耕生活への転換の関

係を再考し、18世紀後半から19世紀半ばにかけて定住化政策の下にあるカルムィク社

会の生業関係、特にカルムィクの漁撈について検証する。また、カルムィクが生業（牧畜／

漁撈／農耕）や生活様式（遊動／定住）に対して、どのような態度をとってきたのかを明らか

にする。

研究対象
　カルムィクはモンゴル語系言語を話す民族オイラドの一部である。オイラドのトル

グード（またはトルゴド）族を中心に、西モンゴルから徐々に西進し、1630年代にヴォルガ

川左岸ステップに進出した。17世紀半ばにオイラド（カルムィク）はノガイを駆逐・吸収し

て、ヴォルガ両岸のステップを支配するに至った。その後、ロシア（当時モスクワ大公国）と

同盟関係を結ぶも、次第に政治的・経済的に圧倒されるようになった。また18世紀半ばに

同じオイラドで中央アジアに君臨していたジューンガルが清朝によって滅亡させられる

と、代わって東方で勢力を拡大させるカザフの圧迫を受けた。1771年1月、オスマン帝

国と戦うロシア政府からの動員圧力などを理由に、トルグード族のタイシ・ウバシを中心

とするヴォルガ・カスピ地域の大部分のオイラドは、新たな政権樹立のために中央アジア・

ジューンガリアを目指してロシア帝国を離脱した。中央アジアを目指したオイラドは、カ

ザフなど周辺諸民族の襲撃に壊滅的な被害を受け、最終的に清朝皇帝に忠誠を誓うこと

になった。

　他方、残留者は少数派だったが約11,000世帯を数え、東遷を望まなかった者、何らかの

理由で留まらざるを得なかった者、途中で捕獲され追い返された者などから構成されてい

た。彼らはヴォルガ右岸を中心に、ロシア帝国の中で生きることになった。それまで中心

的存在として活躍してきたトルグード族*５は首領（ノヨン）がロシア貴族化し、残留カル

ムィクの内部ではむしろドゥルベド族やホショード族の勢力が優勢となった。

　カルムィクと交渉し監督するロシア中央官庁は、以下のように変化した。

　　1718年以前 使節庁

　　1718年～1802年 外務参議会

　　1802年～1825年 外務省

　　1825年～1847年 内務省

　　1847年～1894年 国有財産省

　　1894年～1917年 農業国有財産省（改組）
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　使節庁、外務参議会、外務省はいずれも外交を司る官庁であり、18世紀に徐々に進む保

護の下にあってもカルムィクはロシアとのあいだで形式的には外交関係を維持したので

ある。内務省の管轄に移る1825年をもって名実ともにカルムィクはロシア帝国内に編入

された。さらに1847年からは、国家資産（土地、森林・水資源など）を管理し国有地の農民や

外国移民を監督する国有財産省がカルムィクの監督を行なうようになった。後述するが、

これはカルムィクをロシア農民に変える実験的な措置だった。このように、本稿が論じる

18世紀後半から19世紀中葉までは、1771年の東遷事件によってヴォルガ・カスピ地域に

おける勢力図が様変わりするとともに、（首尾一貫した政策だったわけではないが）カルムィ

クを国有地農民に転換させようとさまざまな措置が採られた激動の時代だった。

　19世紀前半、「カルムィク・ステップ」はアストラハン県の下位行政区分（郡レヴェル）に

位置付けられた。ステップは、さらに9つの「郷（ロシア語でウルス、カルムィク語でノトグ）」

という行政区分に分けられていた。

　地域の特徴としては、大きく東部と西部に分類することができる。現在のヴォルゴグ

ラードの南部から現在のエリスタ付近にかけてエルゲニ丘陵が南北に走っている（距離

350キロメートル、幅20～50キロメートル、標高160～221メートル）。そこからカスピ海に向

かって非常に緩やかに標高は低くなり、カスピ海沿岸低地となる。気温は夏に摂氏40度、

冬にマイナス20度に達する。平均気温は7月で25度、1月がマイナス6度である。西部に

延びるエルゲニ丘陵の降水量は年間300～400ミリメートルで、比較的緩やかな気候であ

る。東部は年間200ミリメートル未満で東に進むほど乾燥が厳しく、東あるいは北東から

乾燥した風が吹く。カルムィク・ステップ全体で平均の積雪深は10～20センチメートル

で、内部の河川システムが非常に脆弱である。西部は6～8パーセントの腐植土を含むチェ

ルノーゼム（黒土）地帯であり、豊かな草原が広がる。沼沢地もあり家畜への給水も比較的

容易である。最西部には森林もある。南部も温暖で窪地が多く、伝統的な冬営地として使

用されてきた。しかし、東部の土壌はカスタノーゼムとソロンチャックであり塩類集積が

起きている。水はときに硝酸塩など含み、人のみならず家畜にとっても有害なことも少な

くない。このように、カルムィク・ステップの生態環境は地点によって大きな差異があり、

必ずしも牧畜に適した土地ばかりではなかった。にもかかわらず、郡レヴェル（1800年）や

郷レヴェル（1834年）での行政区分が人工的に設定され移動の制限を受けたために、当初

カルムィクの牧畜経営は天候条件などの外的要因の前に脆弱性を見せ、大きな損害を被る

ことも少なくなかった*６。

論文構成
　以下、本稿ではまず、ロシア支配下にあるカルムィクの政治的・社会的状況について、身

分規定の議論から考察し、カルムィク、ヴォルガ・カスピ地域、ロシア帝国における漁撈

の社会的、法的な位置づけについて検証する。次に、18世紀末にホショード郷を治めるザ

ミャンという首領（ノヨン）がロシア政府の呼びかけに応じて定住した事案から、カルムィ

クの定住の条件、つまり良質な漁場の重要性について考察する。さらに、ツァガン＝アマ

ンという漁場をめぐるバガ＝ツォフル郷の仏教寺院、アストラハン県、国有財産省のやり



40

地
域
研
究 JCAS Review

　
巻
　
号

20

1

取りを通して、カルムィクの定住化と牧畜・漁撈・農耕の生業に対する各アクターの動向を

明らかにする。

　カルムィクの生存戦略と生業の関係を説明する史料は、カルムィク側にほとんど残され

ておらず、ロシア側の史料に頼らざるを得ない。そのため本節では、ロシア国家が遊牧民

とどのように接してきたのか、支配するロシアの視点から説明する。そこで、まずカルムィ

クが組み込まれていた「異族人」というロシアの法的身分の内容について改めて明らかに

し、次にロシアの入植と遊牧民統治について国有財産省という官庁の成立と合わせて考察

する。

異族人の可変性
　1552年のカザン・ハン国征服、続く1556年のアストラハン・ハン国併合以後、ロシア国

家は広大な「東方」を支配下に編成し包摂していった。17世紀にはシベリアを越えて太平

洋に到達した。南方にも拡大を続け、18世紀末には右岸ウクライナを、19世紀初めには

グルジアを併合した。帝国の拡大とともに、非ロシア系住民も急速に増えた。ロシア官僚

はバシキール、カザフ、カルムィクといった牧畜を営む隣人について「野生の馬」、「野蛮

で、手に負えない、不忠実な人々」などと呼んだ（Khodarkovsky 2001: 10）。18世紀末か

ら19世紀前半の西欧社会においては、はるか彼方のステップの遊牧民やシベリアの狩猟

民についてロマン主義的な想像力が掻き立てられたが、ロシアとそれらの人々は生活空間

が近く、しばしば直接的関係を持っており、異種としてその存在を分類・管理することが

ロシアにとってきわめて重要となったのである（Sunderland 2004: 102）。

　ニコライ一世時代に編纂された『ロシア帝国法典』は「本源的住民 природный」や「外

国人 иностранец」とは別に、「異族人 инородец」という身分を規定した。法律上、異

族人は帝国の一般法には服属しない人々であり、自らの現地慣習と伝統的指導原理を維

持し、一定の特権（もっとも注目すべきは、徴兵からの免除）を享受した。この異族人には、シ

ベリアの諸民族、アルハンゲリスク県のサモエド、カフカスの遊牧民、アストラハン県と

カフカス地方のカルムィク、さらにユダヤが入った。しかし西山（2002: 44-45）が述べて

いるように、異族人という身分法上の規定は、「その枠を越えて、帝国のロシア的ならざる

人々、つまり非ロシア系住民」に対して汎用され、身分上は国有地の「農民」に編成された

タタールをはじめとするヴォルガ流域の諸族も、次第に異族人と呼ばれるようになった。

この身分には「異質で排除されるべきもの、同質化＝同化を求められるべきもの」として

の意識が潜んでいる、と西山は指摘する。

　スロークム（Slocum 1998）が指摘するように、そもそもユダヤを異族人に分類してい

る点において、この身分の定義は根本的に曖昧となっている。異族人は「文明的発展」とい

うレヴェルの指標なのか、それとも人種的差異を法的に説明したものなのか。前者であれ

ば、異族人は啓蒙時代の概念である「社会的進化」によって、外部の地位へと「昇格」が可

Ⅱ　遊牧民の定住化とロシア国家
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能なはずである。他方、これが人種的な示差性を指すならば、不変の差異の身分を示すこ

とになる。非常に曖昧な身分だが、「異族人」に分類されたユダヤを除く「東方」に居住する

人々には、帝国一般法にもとづき統治される定住農耕民へと生活様式を転換することが期

待された。しかし他方で、差異の不変性も同時に抱えている身分だった。定住した異族人

が最終的にどのように異質性のラベルを剥がされるのかという問題は明確ではなかった。

そのため、「異質な者」としての異族人の適用範囲は帝国の拡大とともに広がっていったの

である。

異族人身分としてのカルムィク
　ここからは、本稿が扱う18世紀後半から19世紀中葉に、この「異族人」という身分がど

のようにカルムィクに適用されたのか、時代ごとの変化に注意しつつ確認する。まず17、

18世紀においては、「異教徒 иноверец」や「異邦人 иноземец」などの呼称が一般的 

だった。最初に異族人という身分が法的に規定されたのは、ミハイル・M・スペランスキー

が編纂した「異族人統治規程」（1822年）であり、当初シベリア先住民を対象としていた。

これと同時に「キルギズ＝カイサク規程」（「キルギズ＝カイサク」はカザフのこと）も制定さ

れた。この1822年の規程で、その「市民としての教育水準の違い」や「現在の生活様式」

から判断して、異族人を 1）「定住」（都市や農村に定住しているが、イスラームや異教を信じる 

人々）*７、2）「遊牧」（遊動牧畜をしている人々）、3）「浮浪」（場所を変えながら漁撈している人々）、

の3カテゴリーに再分類している（ПСЗ-1. Т. 38. № 29126. C. 394）。

　生業について「異族人は各種族に指定された水域や土地で農耕、牧畜、地方の諸産業に

従事する完全な自由を有する」（ПСЗ-1. Т. 38. C. 394. № 29126. § 29）と規定される一方

で、「遊牧異族人は概ね従来の権利を維持」し、「耕作が増えたとしても、その意思に反して

農民身分に換えられることはなく、概して彼ら自身の願望なくして何かしら別の身分に含

まされることはない」（ПСЗ-1. Т. 38. C. 394. № 29126. § 25）とされた。また異族人の所

有する土地に対して、ロシア農民が勝手に住み着くことも許されなかった（ПСЗ-1. Т. 38. 

C. 394. № 29126. § 31）。このように当初の規定では、「異族人」を定住農耕生活に移行さ

せるという明確な文言はない。

　1835年12月28日に公布された『カルムィク統治規程』（ПСЗ-2. Т. 10. Прибавл. к т. 

9. C. 18-40. № 7560а）は、5年の義務免除付きで、コサックになりアストラハンやコー

カサスで勤務するという他の身分への転換を規定している。これはコサックによる定住化

を目指しているとも読み取れないことはないが、政策としてカルムィクの生業をどのよう

に位置づけているのか明確ではない。のちにカルムィクの監督を行なうことになる国有財

産省の設置（1838年4月30日）に際しても、はじめにカルムィク人にも適用されることが

述べられる。しかしカルムィクに関する特別な規定はなく、その他の国有地農民の規定に

準じる形がとられている（ПСЗ-2. Т. 13. C. 405-654. № 11189）。

　1847年に新たに制定された『カルムィク統治規程』（1835年と同名の法律だが、内容は大

きく異なる）では、カルムィクと土地との関係が示された。
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第8項 カルムィクには、製塩が行われている塩湖のそばやその運搬を行なう道路

付近に遊牧地を持つことや家畜に牧草を食ませることは認められない。し

かしまだ製塩がなされていない塩湖にはこのことは適用されない。

第9項 カルムィクに割り当てられた土地に生える根のある森林をカルムィクは

利用できるが、そうでなければ地方当局の許可が必要である。

第10項 土地利用の権利に関して、カルムィクは割り当ての土地に家屋を建てる

こと、初歩加工工場や製作工場を設置すること、庭園、森林、菜園にするこ

と、耕作すること、あらゆる収益地として利用することができる。しかし

国庫から一任された漁場ではせいぜい10サージェン規模、徴税請負人に

よって指定された土地では чистяковая рыба*の魚獲りだけが許されて

いる。そのうえ自家利用のみであり、決して販売してはならない。

第11項 部外者が政府の許可なしにカルムィクに割り当てられた土地に住むこと、

放牧のために自分の家畜を入れること、カルムィクから購入後に養育のた

めに家畜を置いておくことは、対立した場合農場施設や家畜を没収され売

却されカルムィク社会基金に回収される危険がある。

 （ПСЗ-2. Т. 22. С. 349-350. № 21144）

*目の細かい網で獲れる魚、こい・すずきなどの総称を指すчастиковая рыба（チョウザメなどの高級大 
　魚ではない）のことか。

　以上のように1847年の規程はカルムィクの土地利用について規定しており、カルムィ

クとその他の住民との対立を回避させるとともに、第8項や第10項にあるように、地方経

済においてカルムィクの活動からロシア側の経済を守るという意図がうかがえる。特に第

10項は興味深く、前半で定住農耕への転換を控えめに推進しつつ、後半部分で漁撈利用に

制限を加える書き方をしている。先の1835年の規程が1847年に改訂される間に、第Ⅳ節

で説明する漁場問題が起こっている。この問題は第Ⅳ節の最後に再度考察したい。

　本節では異族人身分規定の曖昧性について考察した。法規定からは、異族人は強制的で

はなく控えめながらキリスト教に改宗し定住農耕に生活様式を転換していくことを要求

されていることがうかがえる。しかし、その「出口」は明確ではない。カルムィクも遊牧異

族人に分類され、1847年の規程で土地との法的関係が明らかにされた。そこではカルムィ

クに牧畜や農耕の自由とともに、漁撈に従事する自由も規定されていた。先に見たように

1822年の「異族人規程」では、漁場を転々とする漁撈民については「浮浪異族人」という分

類がなされたが、漁場を移さないで漁撈する人々はどの分類に入れられているのか。そも

そも牧畜民にとって漁撈とは歴史的にどのような位置づけだったのか。次の節では牧畜民

の生存戦略としての漁撈について検証する。

　人々の生存維持の戦略、人々の生存のための主体的な実践への関心は歴史学でも近年高

まっている*８。戦争、雪害や旱魃といった自然災害、畜疫の発生などによって、牧畜民が貧

Ⅲ　生存のための漁撈
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困に陥る危険性が慢性的に存在した。そうした危機において、牧畜民がとった生存維持の

方法を明らかにする必要がある。そのひとつが漁撈である。

　牧畜民が漁猟や採集に従事することは決して稀なことではなかった。カルムィクにお

いて狩猟は食料調達において補助的役割を持つとともに、娯楽や軍事教練としての部分も

あった。一方漁撈については、17世紀後半にはすでにカルムィクのあいだで重要性が増し

はじめ、18世紀には漁場をめぐる争いがカルムィクとロシアのあいだで起こるようにな

る。特に、貧困者にとっては最後の命綱のひとつとなっていた、とマイケル・ホダルコフス

キーは指摘する（Khodarkovsky 1992: 24-25）。

カルムィクの漁撈
　漁撈が伝統的に牧畜民を生命の危機から救ってきたことを民族の伝承は示唆する。これ

らは、牧畜民が漁撈によって窮地を脱し再生する物語となっている。例えば、『元朝秘史』

には貧窮するテムヂン一家が魚獲りで糊口を凌いだ逸話がある（小澤1997: 59）。またオ

イラドの英雄叙事詩『ジャンガル』では、勇士ホンゴルが魚を食し九死に一生を得たこと

が詠まれている（若松 1995: 65）。

　しかし、カルムィクと魚の関係について伝える現存史料はそれほど多くはない。前近代

カルムィク史研究で活躍するヴラディーミル・テプケーエフの研究には、17世紀にふたつ

の事例を見出すことができる。1636年、トルグード族の集団がシベリアのトボリスクま

で20日ほどのイシム川付近に近づいた。接近の意図を尋ねるためロシアの使者パーヴェ

ル・ヴィホッツェフが派遣されたが、彼は結局トルグード族とはイシムで会うことができ

ず、すでにアラル海のカラクムに移った彼らを発見した。カラクムのトルグード族の説明

では、イシム川にはただ魚獲りのために人を派遣したという。彼らは今後もシベリアの都

市付近で放牧するつもりはないと話した（Тепкеев 2012: 69）。トルグード側の主張の真

偽は不明だが、牧畜民が魚獲りにシベリアの川を訪ねるという説明が成立し得たというこ

とを、この事例は示唆する。

　もうひとつの事例は、次の内容である。1645年からトルグード族のホ=ウルリュクと

息子ダイチンはヴォルガ右岸へ渡り、徐々に黒海を目指した。カルムィクに追われたノガ

イは、クリミア・タタールを頼り逃げ込んだ。ところが1647年、クリミア半島周辺ではイ

ナゴの襲来があり、穀類を含むあらゆる草木が食い尽くされる被害があった。やむを得ず、

ノガイはペレコプ要塞を越えて北上したが、カルムィクが大挙してドン地方に向かってい

る報を受けて、大混乱に陥った。そのような混乱の中でドン・コサックはカルムィクを受け

入れ、チェルカッスクで彼らに食料を販売した。カルムィクは2昼夜ドンに滞在し、小麦、

キビ、乾パン、そして魚を買い、馬をコサック側に売った、という（Тепкеев 2012: 168-

171）。後者の事例では、カルムィクが馬との交換で購入した魚を転売する可能性も否定で

きないが、自らの食料だったのではないかと推測され、当時のカルムィクに普段から魚食

習慣があった可能性を示す。

　ヴォルガ・カスピ地域のその他の牧畜民も同様に、危機に際して魚に依存していたこと

が窺い知れる。1630年12月から始まるカルムィクの度重なる襲来は、ノガイやタタール



44

地
域
研
究 JCAS Review

　
巻
　
号

20

1

をパニックに陥らせた。1634年にはノガイの多くがヴォルガ西岸の、魚を獲るための簗

のある地域やモチャギと呼ばれる下流の低地帯へ移動した。わずかに残ったノガイは、「カ

ルムィクによる破壊のせいで零落し、さらには野垂れ死んだり飢えのために死ん」だりし

た。こうした状況に対して、アストラハン県は追加でノガイのムルザに漁場を割り当てた

（Тепкеев 2012: 43）。ヴォルガ・カスピ地域においては、魚への依存は牧畜民だけではな

かった。中村（2007: 65）によれば、ヤイク・コサック（カザーク）では周辺の遊牧民の襲撃

を恐れて耕作が行われず、カスピ海からヤイク川を遡上する魚を捕らえるのが、もっとも

重要な稼業となっていた。この状況は17世紀、18世紀はもちろん19世紀に入ってからも

続いた、という。 

ヴォルガ・カスピ地域という特殊性
　生存のための営為として漁撈が重要となる背景のひとつには、カスピ海沿岸低地のもつ

地域的特徴がある。カスピ海沿岸低地は夏季に高温・乾燥状態になる一方で、冬季も低温

で強風が吹き、自然環境条件は牧畜にとって厳しい。旱魃や雪害、イナゴの大発生、畜疫な

どによって、畜群に甚大な被害を出すことも少なくなかった。そのためこの地域で、危機

を回避しながら牧畜を継続するには遊動が不可欠だったと考えられる。しかし時を経るに

つれて、ロシアからの圧迫、内部抗争、カザフなどの周辺遊牧民との対立などによって、当

該地域での牧畜に必要な自由な遊動がカルムィクにとって、徐々に困難になっていった。

そのことに伴って、生存のための漁撈はカルムィクにとって重要性を増したのではない

か。表１は、19世紀に入ってからのカルムィク・ステップの家畜頭数の変化を表している。

すでに述べているように19世紀には、カルムィクは完全にロシアの支配下に入った。ほ

ぼすべての牧地はヴォルガ右岸に画定され、牧畜のための移動も郷内に制限されるように

なった。しかしだからと言って、ロシアの脆弱な行政機構には牧畜民を自然災害から保護

するだけの能力はなかった。表１が示すように、家畜頭数には大きな変化があった。ラク

ダと馬の頭数減少については、軍事的必要性の低下、役畜供出義務に対する反発という人

為的要因もあったとする意見もある（Батыров 2014: 59-60）。しかし全体で見られる頭

数の激しい変動は、この地域が戦場になっていないことから、さまざまな自然災害を要因

として起こったと考えられる。

表１　カルムィク・ステップにおける家畜頭数の変化
ラクダ 馬 牛 羊 山羊

1803年 60,452 238,330 166,628 767,398 ―
1827年 45,985 160,910 124,690 459,036 12,693

1837年 7,377 19,024 33,308 168,999 6,739

1844年 18,163 46,769 128,247 729,675 35,694

1887年 14,286 63,684 209,637 851,482 15,269

1897年 20,737 53,795 102,401 293,498 6,906

1907年 22,004 60,083 137,482 518,472 ―
1915年 20,552 75,980 223,016 915,782 （17,371）

※―はデータなし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　井上（2014）より
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　続いて表２は、ロシア帝国各水域の年間漁獲量を示している。年間漁獲量を見ると、カ

スピ海が他を圧倒している。続いて内水域（河川・湖沼）も大きな漁獲量を誇る。残念なが

ら提示できるのは1860年からであり、本稿が対象とする時代よりも後の数字となってい

るが、ヴォルガ・カスピ地域が極めて豊富な魚資源を有していたことは明らかであり、17、

18世紀、そして19世紀前半においても、牧畜の危機のなかでカルムィク人の生存を救う

には余りあるほどだったのではないかと推測される。

表２　ロシア帝国各地の年間漁獲量推移
1860年 1893年 1913年

カスピ海 200,000t 55.6% 500,000t 43.9% 663,000t 63.1%

アゾフ海・黒海 70,000t 19.4% 140,000t 12.3% 70,000t 6.7%

バルト海 － － 30,000t 2.6% 42,000t 4.0%

白海・バレンツ海 20,000t 5.6% 20,000t 1.8% 31,000t 2.9%

極東の海 － － 30,000t 2.6% 105,000t 10.0%

アラル海・バルハシ湖 － － 10,000t 0.9% 35,000t 3.3%

内水域（河川・湖沼） 70,000t 19.4% 410,000t 35.9% 105,000t 10.0%

計 360,000t 100.0% 1,140,000t 100.0% 1,051,000t 100.0%

Воронова (2005:13)より

　以上のように、自然環境の厳しさ、ロシア支配の強化と遊動の制限、ロシア行政の脆弱

性による生活保障措置の欠如は、豊富な水産資源をもつヴォルガ・カスピ地域において、カ

ルムィクを漁撈に向かわせることなったと考えられるのである。次節では、漁撈について

カルムィクとロシア政府はどのように考えていたのか、それを示唆する事例を示し、その

意味するところを解説する。

　17世紀初めにロシアと接触したカルムィクは、17世紀半ばにロシアに招かれる形で

ヴォルガ・ステップを支配することになり、ロシアと軍事同盟を結んだ。その後1世紀余、

カルムィクはこの地域に君臨し続けたが、次第にロシアの勢力拡大に押し込まれ、1771

年ついに大部分のカルムィクは中央アジアへ去る決断をする（1771年の東遷事件）。

子孫に語り継がれる定住の条件
　東遷を主導したトルグード・タイシのウバシにとって最大のライバルだったのが、ホ

ショードのタイシ・ザミャンである。ザミャンはウバシの父ドンドゥク＝ダシ・ハン*９に

属民を奪われ、それを引き継いだウバシとも不和となっていた。その頃から、ザミャンは

ウバシとの勢力争いで優位に立つためにロシアの後援を得ようと、アストラハン県知事ニ

キータ・Ａ・ベケトフに接近し、定住によってその保護を求めることを模索した。これを契

機に、ロシア政府内ではカルムィク全体を定住させるべきか否かで論争が起こったが、カ

ルムィクの頻繁な遊動がロシアの国境地域を荒らす敵対勢力を牽制していること、カル

Ⅳ　ザミャンの定住条件
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ムィクの存在がカザフの西進を防いでいること、オスマン帝国との戦いに動員できる機動

性に優れた兵力としてカルムィクが有用だと考えられたことなどから、18世紀半ばの時

点ではカルムィク全体を定住化させることはロシアの利益にならないと判断された。ザ

ミャンの定住は例外的に許されたが、このことは定住政策がカルムィク全体に及ぶので

はないかと、ロシアに対する強い不信と危惧を招くことになった（Khodarkovsky 1992: 

225-226; ПСЗ-1 T. 16. C. 827-832. № 12198）。以上のように、ロシア側の史料に基づ

くホダルコフスキーを含む先行研究は、ザミャンの定住はカルムィク内の敵対勢力（特に

ウバシ）との競争の中でザミャン自身が申し出て選択した結果だとされている。

　ところがザミャンの子孫*10はザミャンの定住について、別の見解を持っていた。ロシ

ア国立歴史文書館の史料（РГИА. Ф. 383. Оп. 6. Д. 5374）のなかに、ホショード郷を治め

るトゥメン家の当主セレブジャブが後世の1843年に、その祖父ザミャンの事績を述べた

箇所がある。セレブジャブによれば、18世紀後半にロシア政府の側が祖父ザミャンに定住

化を促したという。それに対して、ザミャンからロシア政府に3つの条件が提示された。そ

の条件とは、①公費による木製家屋の建設、②良質な漁場の割り当て、③「ダーチャ」の提

供、であった。遊牧首領が定住化に際して要求する内容としては、やや奇妙なものと言え

るだろう。これらの条件は何を意味するのか。

　まず①は、ロシア政府との関係を誇示できる象徴的な建築物を築かせ、移動天幕を

利用する他のカルムィク首領との差異化を要求した可能性がある。18世紀のカルムィ

ク首領層のあいだでは、ロシアの机や椅子など新しい調度品等がもてはやされており

(Khodakovsky 1992: 239-240)、木製家屋への憧れもあったかもしれない。またツァ

リーツィン近郊のモラヴィア派入植地のサレプタには老若男女問わずカルムィクが物見

遊山に押しかけていたということから、彼らにとって木製家屋は全くなじみがないものと

は言えなかった（Suter 2006: 50）。

　次の②についてだが、定住化による移動範囲の縮小は、牧畜規模の縮小につながる。そ

のため②が意味するところは、好条件な漁場の割り当てによってその縮小分を補償し、牧

畜を漁撈に一部代替させることを求めているのではないか。前節で示したように、魚資源

が非常に豊富であること、生態環境条件が厳しいことから、ヴォルガ・カスピ地域において

定住民だけでなく遊牧民にとっても、漁撈は生存のために極めて重要な生業だった。カル

ムィクにおいても、17世紀末にはロシア定住民とのあいだで、漁場や漁具をめぐる対立が

起きており、18世紀半ばのロシアとの交渉議題には牧草地の確保、チベット巡礼の許可と

並んで、漁場の権利をめぐる問題が重要な項目として挙げられていたのである（Сусеева 

2009: 574-579）。つまり漁撈は牧畜、信仰に匹敵する意味をもつ存在であった。定住に

よって予想される牧畜環境の悪化を良質な漁場の確保によって補償させようとしている

点で、この条件はカルムィクにとっての漁撈の重要性を際立たせる。

　③について、ザミャンは他でもないシャンバイ島の「ダーチャ」を要求している。シャン

バイ島は蛇行するヴォルガ河の湾曲部にある島で、アストラハン（カスピ海に注ぐヴォルガ

河口にある重要都市）とエノタエフカ（そのアストラハンと、ヴォルガ川とドン川に最接近すると

ころにある要塞ツァリーツィンとの中間地点にあるロシア側の要衝で、1741年に開基）との中間
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に位置する。ザミャンの夏営地（ヴォルガ左岸）よりも南にあり、ヴォルガ渡渉の重要地点

とも言えよう。ここでの「ダーチャ」は森林区を意味すると考えられる。森林は家畜に飼料

や避暑・防寒の場を提供し、家畜や人を対岸に渡す筏などを製作するための木材を提供す

るなど、ステップ地域において非常に重要な役割を有していた。以上のように、ザミャン

は定住化の条件として、自らの権威を高めさせつつ、漁撈によって牧畜を一部代替させ、

移動拠点と森林資源の獲得をロシア側に提案したと考えられる。

カルムィク側の条件提示をいかに考えるべきか
　現段階において、このザミャンの孫セレブジャブの主張と、ロシアの「公式見解」の整合

性について判断を下すだけの補完史料はない。セレブジャブはナポレオン戦争で活躍し、

19 世紀半ばまでのカルムィク統治においてロシア政府の最大の協力者だった人物である

（РГАДА. Ф. 186, Оп. 1, Д. 88）。彼はホショード族とホイド族の権威の正統性を主張す

ることに熱心であり、弟のバートゥル＝ウバシは歴史書『四オイラド史』（1801年～1819

年）を編纂した。『四オイラド史』の中で弟バートゥル＝ウバシは、オイラド諸侯、特にホイ

ド族の系譜がチンギス・カンに由来することを主張しつつ、父トゥメン＝ジルガランの継

父ザミャン（ホショード族）がチンギス・カンに連なる血筋を持つことを伝える。その上で、

ジルガランが受けたロシア皇帝エカチェリーナ２世の慈悲を強調し、1771年の東遷事

件以後も引き続きロシアへの忠誠を誓うカルムィクが享受する繁栄と幸福を表している 

（Бадмаев 2003: 124）。このようにセレブジャブは一族の権威付けを追求しており、セレ

ブジャブが後世に祖父ザミャンの事績を誇張し歪曲している可能性も捨てきれない。

　しかし上述のことを加味しても、セレブジャブのザミャン伝から以下のことは明らかで

ある。つまり第一に、ザミャンの一族にとってはロシアからの要望で定住したという形が

好都合だったということである。それと同時に、先行研究が示してきたように、ロシアに

とってはザミャンからの申し出で定住したことにしたいという思惑が存在したとも言え

るだろう。第二に、ザミャン一族には、木製家屋、漁場、シャンバイ島を所有することの正

当性をロシアとの交渉の歴史のなかに位置付け周知したいという思惑があると考えられ

る。そして第三に、少なくとも1843年の時点では、ザミャンの「定住条件」は孫世代のセ

レブジャブにとって重要視されているということである。19世紀前半において、木製家

屋、漁場、森林区はホショード郷のカルムィクにとって非常に重要だったのである。

　このように、ザミャンの「定住条件」のなかに良質な漁場の確保が含まれていることに

は、定住化を巡る交渉がロシアとのあいだでの生存を巡るせめぎ合いであった可能性を物

語っているのである。

　本節は、19世紀前半にカルムィク仏教教団とロシア当局とのあいだに起こった漁場の

管理をめぐる議論を分析し、定住化や漁撈に関するカルムィク側・ロシア側の見解を明

らかにする。そのあと、国有財産省の設置過程と合わせてカルムィクの定住化について

Ⅴ　定住化の「推進者」としての仏教教団
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考察する。

ツァガン＝アマンの漁場をめぐって
　ヴォルガ川下流のツァリーツィン（現ヴォルゴグラード、旧名スターリングラード）とアス

トラハンの中間地点に、ツァガン＝アマンという土地がある。ツァガン＝アマンはバガ＝

ツォフル郷にあり、1798年、オルチ・ラマという僧侶がヴォルガ川左岸に仏教寺院を建立

したことに始まると言われる（Дорджиева 1995: 47）。バガ＝ツォフル郷はトルグードの

ハン・ドンドゥク＝オムボの子アレクセイ・ドンドゥコフ公が1781年まで領有していた。

アレクセイ・ドンドゥコフ公は、1771年の東遷事件以後もヴォルガ・カスピ地域に残留し

たカルムィクに対応するため、ロシア政府が内部協力者として着目した人物である。しか

し、洗礼を受け帝立陸軍幼年学校でロシア式教育を受けたことが人々のあいだに集団改宗

への恐怖を呼び起こし、ドンドゥコフ公がステップの支配者に選出されることはなかった

（Митиров 1998: 273-283）。子のいなかったアレクセイ・ドンドゥコフ公の死後、その相

続人は土地とそこに緊縛されている属民に対する権利を放棄し、バガ＝ツォフル郷は首領

（ノヨン）のいない国有地となった。国有地では、ロシア当局から指名された管理人が監督

をおこなった。

　1846年3月9日、カルムィク統治を管轄する国有財産省の大臣パーヴェル・Д・キセリョ

フのもとに、バクシ・ジンジンというカルムィク僧侶から請願書が届けられた。僧侶ジンジ

ンは、オルチ・ラマの跡を継ぎバガ＝ツォフル郷の仏教寺院の長となった人物である。バク

シ・ジンジンは、ツァガン＝アマンの周辺の土地、特に漁場と森林の所有権をめぐる対立に

ついて、キセリョフに次の主張を行なったという。

１） ツァガン＝アマンのダーチャは、計画、測量簿、領有布告に記載されている

ように、水域を含む、その土地に属するすべての収益地とともに、地主ヴェ

ゼレフ*からの購入でカルムィク教団の手に渡った。

２） アストラハン県知事は、不動産登記証券が不正確に作成されたと断定してい

るが、元老院によって、上述の土地はバガ＝ツォフル教団の世襲不動産と認

定すると判断された。

３） 不動産登記証券には土地に付属する水系の売買について言及されていない

が、契約や測量簿、領有布告ではヴェゼレフによる16,500デシャチナ**の

売却について言及され、その土地の中に水域も含まれている。

４） カルムィク人教団は1798年から1826年まで途絶えることなく漁場を所有

してきたように、漁場はすでに教団の財産を成している。
国有財産省覚書No1927 （1851年8月14日）

（РГИА. Ф. 383. Оп. 14. Д. 16628. Л. 23-27об）

＊ アストラハン県のロシア貴族ミハイル・C・ヴェゼレフ
＊＊ 1デシャチナ≒1.092ヘクタール　

　僧侶ジンジンの主張では、ツァガン＝アマンの「ダーチャ」は隣のホショード郷を治め

るカルムィク人貴族セレブジャブ・トゥメンの名義で、ロシア地主貴族ミハイル・C・ヴェ
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ゼレフから購入され、寺院に寄進されたものだということである。購入に際して測量を行

い、その周辺の収益地と非収益地どちらも含む16,500デシャチナの土地を確認し、1798

年7月19日に登記を行なった。ツァガン＝アマン周辺の土地すべてが「代々永遠」に寺院

の所有であり、そのことを元老院や当時の管轄官庁である外務省も承認しているはずであ

る。つまり、貴族ヴェゼレフが売却したのは、漁場を含む周辺の土地16,500デシャチナ

全体であることは間違いない。これが教団側の主張であった（РГИА. Ф. 383. Оп. 14. Д. 

16628. Л.1-2об）。

　こうした僧侶側の主張に対し、アストラハン県軍務知事イヴァン・С・チミリャゼフは

土地が寺院の所有にあるとは認めず、他のカルムィク貧民に「返却」することを主張した 

（РГИА. Ф. 383. Оп. 14. Д. 16628. Л. 1об）。チミリャゼフは、寺院による「搾取」を問題

視し教団に対して強硬な態度を採ったことで知られる人物である。僧侶側とアストラハン

県の食い違う主張に対して、国有財産大臣キセリョフは、15年前の1831年12月21日に

財務大臣と内務大臣の間でツァガン＝アマンの漁場の問題は決着を見ていると述べる。つ

まり1830年からツァガン＝アマンの漁場は官有となり国庫に年貢を納め、1830年から

1834年には年額496銀ルーブル、1834年から1838年には年額600銀ルーブル、1838

年から1842年には年額1380銀ルーブルを上納していることが判明した（РГИА. Ф. 383. 

Оп. 9. Д. 8077. Л. 5）。

　ここでキセリョフは話をさらに発展させ、来る1847年から始まる新たなカルムィク統

治法と結び付けた。キセリョフによれば、牧畜を営み定住生活をしていないカルムィクが

余剰地を持つことは正当なこととは認められず、官有地のカルムィクは徐々に定住生活を

受け入れるべきである。それとともに、国有地農民を定住するカルムィクとともに居住さ

せ、穀物栽培のやり方を指導させる。このとき、ツァガン＝アマンの漁場は、定住生活確立

までのあいだ無料でカルムィクに利用させるという（РГИА. Ф. 383. Оп. 9. Д. 8077. Л. 

8-9）。

　これに対し、国有大臣キセリョフの意図を知った寺院側は漁場を取り戻そうと必死の主

張をする。寺院の長バクシ・ジンジンによれば、木製寺院*11の周辺には木製家屋があり、

穀物の播種を行なっている。製粉所も備えている。さらに、1850年には黒パンと白パンを

150メーラ（約2450キログラム）生産したと、寺院側が農業を推進してきたことを強調し

た（НАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 42. Л.1-5）。そしてツァガン＝アマンの漁場が寺院側に戻る

ことこそが、カルムィク人の定住化を進め、彼らの中に「市民性（гражданственность）」と

農耕を養うことにつながると主張した（РГИА. Ф. 383. Оп. 14. Д. 16628. Л. 27-27об）。

しかし、以上のような寺院側の主張も空しく、ツァガン＝アマンの漁場は寺院のもとに戻

ることなく官有のままと決定された。

　この「市民性」という用語について、宇山智彦（2006: 42 n79）は「grazhdanstvennost’

はロシア帝国において極めて多義的に使われた言葉だが、本稿で引用する範囲では、ある

民族の文明的な発展の度合い、秩序意識、ロシア的教養・習慣の習得度といった意味であ

り、『民度』という日本語に近い。しかし、この言葉の多義性と騙し言葉的な性格を示すた

め、訳語としては直訳の『市民性』を用いる」と説明する。つまり僧侶ジンジンは、カルムィ
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クが「異族人」として文明論的に劣ると認識されていること、政府が「市民性」を涵養させ

ロシア社会に近づけようと「努力」していることをよく理解したうえで、政府のレトリッ

クを利用して反駁しているのである。

　この事例が示唆することは、国有財産省を中心としてロシア政府はカルムィク人を漁撈

民にすることで定住化させ、最終的にロシア農民の教導によって農耕民にするという構想

を持っていたということである。それに対し、僧侶側もロシア政府側の論理を利用し、寺

院こそが農業の推進拠点であると先端性を主張した。このとき、僧侶側はロシア人の観念

の中で農耕と「市民性」が結合しているものだと判断し、カルムィク人に牧畜を止めさせ

市民性の涵養を可能にするのは自分たちの事業であると主張したのである。

農耕化と定住化のいずれを優先するか
　カルムィク・ステップはそもそもあまり耕作適地ではなかった。耕作適地が限定される

ため、水利をめぐる牧畜との競合も発生しがちである。カルムィクなどの遊牧民とロシア

国有地農民とを同じ組織で管理し、後者の生活様式に接近させようとする国有財産省の設

置が行われた。初代国有財産大臣のキセリョフは「国境地域のモンゴル諸族のロシア帝国

一般行政機構への編入が完了したとき、サラトフ県、オレンブルグ県、アストラハン県、ス

タヴロポリ県のカルムィク・オルダとボケイ・オルダがあいまいな状態のまま取り残され

てしまった。そこで国有財産省を設置し、二つのオルダをロシア一般統治に近づけようと

した。まずカルムィク人から開始した」（РГИА. Ф. 383. Оп. 13. Д. 14426. Л. 228-239）

と述べる。

　ロナルド・スーニー（Suny 2001）は、帝政ロシアの民族政策を端的に表現する「ロシア

化Russification」という用語が3つの異なる意味をもつと指摘する。1つ目は、エカチェ

リーナ2世やニコライ1世の時代に使用された обрусеть や обрусеваниеという語で、

帝国全体に統一的行政を行きわたらせることだった。2つ目は 19世紀半ばまで続く無計

画に行われた空間的な обрусениеであり、ヴォルガ地域や西スラヴの非ロシア諸民族の

あいだで混住によって自然とロシア的生活や言語を修得していったものだった。3つ目は

обруситьであり、ある程度強制力を持って文化的にロシア性を植え付けるものであり、特

にアレクサンドル３世やニコライ２世の帝政末期にナショナリズムに対抗する国家建設

との関係で行われたものだった。国有財産省においてカルムィク政策の目指すところは、

上記１つ目と２つ目であった。強制的にロシア正教に改宗させたりロシア語使用を強制し

たりするものではなく、あくまでカルムィクを遊牧生活からロシア的な生活様式に方向づ

けるものだったといえよう。

　1847年の新法制定はツァガン＝アマン漁場問題の後に行われた。ツァガン＝アマンの

問題が直接的に1847年の規定に影響を与えたかどうかは今後の研究課題となるが、1847

年の規程は第Ⅱ節でみたように、漁業権の制限が行われている点に注目すべきである。国

有地では漁場の範囲がかなり狭く設定され、私有地では魚種の制限が行われている。これ

は何を意味しているのか。ひとつは採塩用塩湖の保護などが他の項目で挙げられているこ

とからも、カルムィクの漁撈からロシア地方経済を防衛するという面があるだろう。魚種
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を自家用の比較的小さな魚に限定し、チョウザメなど高級大魚を捕獲させないことによっ

て、カルムィクよりも人数の多いロシア漁撈民が救われる。国有地における漁場範囲の制

限は、国有地に居住する割合が私有地よりも多いカルムィク社会において重要である。こ

れは国有地のカルムィクを漁撈に依存させないということであろう。

　ツァガン=アマン漁場問題では、政府側はあくまで漁撈は貧困者の救済のためだけに限

定させたいと考えていた。しかし、政府による移動の制限措置によって、第Ⅲ節でみたよ

うに、カルムィクの多くの牧畜経営は慢性的な家畜損害の危機にさらされていた。すべて

の牧畜民が貧困者になる可能性があり、漁撈によって迅速に生活状況の改善を行なう必要

があった。魚の販売による家畜の購入も可能となるだろう。寺院は（形だけかもしれないが）

定住農耕政策を受け入れロシア的市民性の涵養の推進者となっても、漁場を確保する必要

があったのである。ツァガン=アマンの漁場問題はその背景に以上のような両者の認識の

齟齬があると思われる。国有財産省としては、カルムィク遊牧民が定住漁撈生活で定着す

るのではなく、定住農耕生活に転換することを望み、国有地の漁場範囲を著しく制限した

と考えられる。

　遊牧民の定住化はしばしば彼らの農民化と一対で語られてきたが、ヴォルガ・カスピ海

地域の豊富な水産資源を有効に利用できるという条件の下で、カルムィクの場合のように

農耕の導入よりも定住化政策が優先され、遊動性を欠くことによる牧畜の損失を漁撈で補

償する生活様式への転換が一部実行されることもあった。ザミャンの事例はこれに当た

る。ロシア政府は遊牧民の定住を優先し、そのためには牧畜から漁撈への移行もやむを得

ないという姿勢をとった。そもそもロシア社会において漁撈の社会的位置づけは決して高

いものではなかったが、生存のために牧畜民に漁場をあてがうという窮余の保障政策が長

らく採られてきた。

　カルムィクにとっても早くから漁場は非常に重要でありつづけた。自然災害などで畜群

が大きな損害を被る危険性が慢性的にあり、彼らの生存のための漁撈を行なった。魚食が

生命を救うこともあっただろうし、チョウザメのような高価な魚種を販売して家畜の買戻

しを行なうこともあっただろう。漁撈はカルムィク牧畜文化に不可欠なものであった。カ

ルムィク牧畜民が漁撈を受け入れる背景には「牧畜を守る」という論理があったと考えら

れる。

　定住化を巡るロシア政府の論理を理解するためには、遊牧民の移動性の制限について考

える必要がある。ザミャンの定住問題（第Ⅳ節）でみたように、18世紀半ばの時点ではカ

ルムィクの遊動が他の遊牧民を牽制しその機動力が軍事的に有効であるとして、カルムィ

クを定住させないことをロシア政府はむしろ歓迎していた。しかし19世紀になるとカル

ムィクの移動性は制限の対象となった。まず政府は彼らの移動を行政区分の中に抑え込

み、さらにその範囲を細分化させていった。このようにカルムィクの自由な移動を管理し

たあと、定住農耕あるいはその過渡的段階としての定住漁撈を推進した。この段階に至り

Ⅵ　おわりに：遊動牧畜民が定住漁撈牧畜民となること
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ロシア政府は定住生活への転換を優先し、定住のあり方は農耕でも漁撈でも良いとする姿

勢をとるようになったのである。さらに第5節のように19世紀半ばには、国有財産省を設

置し土地の法的所有権を改めて確認する中で、ツァガン=アマンの漁場係争のような事例

が生じた。仏教寺院はロシア側のレトリックを利用し、教団が定住を推進している主体だ

と訴えるが、成功しなかった。漁撈牧畜は貧者の生存方法としては限定的に許可されたが、

もともと国有財産省は国有地農民と混住させることによってカルムィクを遊動牧畜生活

から定住農耕生活に転換させる実験的組織として誕生したこともあり、その後、牧畜を守

る生業として漁撈を選択しにくい形へと、1847年に新たな土地利用に関する規定が作成

されたのである。

　本稿では扱っていないが、19世紀後半になるとロシア政府内では、カルムィクが家畜を

失い貧窮化する事例が深刻な問題に発展する（Митиров 1985）。これは、カルムィクが牧

畜民でありかつ漁撈民であった歴史的な経緯を中央政府が無視し、1847年の統治規程の

改正によって漁場や魚種を制限させ、カルムィクの生業を牧畜（あるいは農耕）に特化させ

ようとした結果だった可能性がある。牧畜民としての生存のために一時的な漁撈への退避

機会を失った貧困カルムィクは、ゲルを用意することもできず半地下住居で定住生活を送

り、出稼ぎ労働者として共同体を離れざるを得なかった。

　では、漁撈と違って、農耕はカルムィク牧畜文化に不可欠なものにならなかったのか。

カルムィクの漁撈文化が「牧畜を守る」論理のなかで、牧畜文化と歴史的に長く共存して

きたことは本稿で示してきた。実は、農耕もまた次第にカルムィク牧畜文化に不可欠なも

のになっていったのではないかと推測される。ロシア政府は19世紀に農耕地域の論理を

草原に持ち込み、穀物栽培を通してロシア農民文化への接近をカルムィクに強いようとし

たが、そもそもカルムィクの居住する地域に穀物栽培に適した土地は少なかった。実際に

栽培されたのは果樹であり、西瓜や芥子菜であり、そして牧草であった。遊動牧畜に必要

な移動を制限され、家畜を買い戻すための高級大魚の漁獲を禁止され、カルムィクは19世

紀半ばから牧草栽培と干草生産を行うようになったのである。それはカルムィクの「牧畜

を守る」論理による現実主義的な妥協点だったのではないか。このように、カルムィクの

牧畜を守るための生存戦略は、ロシア政府との漁場・漁獲魚種を巡る争い、作付品種を巡

る争いへと発展していったと考えられる。カルムィクの牧畜と農耕の関係についてはさら

なる検証を必要とし、今後の課題としたい。

註釈
＊１	本稿は仏教教団と定住化政策の関係について新たなアーカイヴ史料を加えるとともに、定住化をめぐる

ロシア帝国の法規定について検討し、カルムィクの定住化を扱った拙稿（井上 2014; 井上 2018）に大

幅な加筆修正をしたものである。

＊２	 1847年に政府はカルムィクの監督権を国有財産省へ移した。このことによってカルムィクは、そのほ

かの国有地農民のように定住・農耕生活をおくるための教導を受けることになった（OIKASSR 1967: 

244-247）。他の地域の例としては、豊川（2006: 304）は（ヴォルガ・ウラル地域のバシキーリアについ
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て）「18世紀前半におけるロシア政府の植民政策の基本は遊牧民を定住・農耕へと移行させること」でも

あったとする。ただし、豊川は農耕の導入と進展の状況は地域によってその程度に大きな差異があるこ

とも指摘している。

＊３	遊牧民の定住化に関する歴史については、岩本（2019: 23）を参考にした。

＊４	佐川（2019）は、現在の東アフリカ・ダサネッチにおける若い牧畜民と漁撈の関係について論じており、

本稿にとっても非常に示唆に富む。

＊５	例えば、18世紀のトルグード族のハン、ドンドゥク＝ダシの子孫はロシア正教に改宗し、オロスをロシ

ア皇帝に「返上」した。その代わり皇帝から所領を下賜され、ロシア貴族ドンドゥコフ家となり、のちに

コルサコフ家と合同した。アレクサンドル・ミハイロヴィチ・ドンドゥコフ＝コルサコフ（1820-1893）

は、コーカサス総督にまで上り詰めた。

＊６	この点は1847年の統治規程において改善され、冬季には当局の許可を得たうえでステップ南部のより

温暖な地域を冬営地として利用することができるようになった。

＊７	ちなみに、定住異族人の規定では、キリスト教を信仰している場合は定住異族人とは呼ばないと規定さ

れており、キリスト教徒であるかないかは異族人と「本源的住民」を分ける大きな指標だったと考えら

える。

＊８	メイクシフト・エコノミーと歴史学の関係については、長谷川（2015）を参照。

＊９	トルグードのハン・アユカの孫（アユカの長子チャクドル＝ジャブの子）。同じくアユカを祖父に持つ従

兄弟のドンドゥク＝オムボ・ハンに次いで、1758年にロシア政府からハン号を授与された。

＊10	正確には、ザミャンの跡を継いだ子トゥメン＝ジルガランは妻エリゼ＝オロシフの連れ子で、実父はホ

イド族のノヨン・デジトだった。ジルガランの子がセレブジャブである（Манджиева 2011）。

＊11	ツァガン＝アマンの寺院は木製で、カルムィク初の固定式の仏教寺院だった。
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